
2025年12月25日（木） 14：00～17：00 （13：30開場）

近畿税制研究会 事務局 担当：梅原お問い
合せ先

〒

講 師 当日会場受付にて申し受けます受講料

※ お申し込みの際にご記入いただくお客様の個人情報は、受付業務にあたり名簿作成を行いお客様へ対応する上で必要なものです。また、今後開催される
研修会のご案内をするために、お預りした情報を利用させていただくことがあります。当会では、記入していただいた情報を適切に管理し、お客様の承諾
なく第三者に開示・提供することはありません。ご案内が不要なお客様は、当会にお申し付けください。

           ◆入会ご希望の場合は、右記に をつけてください。入会申込書をご送付いたします。 入会申込書希望 □

税理士登録番号
※必須

●近畿税制研究会 会員（1名）   ・・・無料
●同上 2名以上1名につき ・・・1,100円（税込） 
●会員以外の税理士会 会員 ・・・7,700円（税込）

※テキストのみの販売はいたしておりません。
※本研修会は近畿税理士会の「研修規則」 に定める

 36時間研修に該当します。      

研修受講申込書 FAX：06-6312-3699

https://www.kinzeisei.com

日 時

会 場

主催 :近畿税制研究会 近畿税理士会認定研修

〒530-0057 大阪市北区曽根崎2-12-7 清和梅田ビル14F TEL:06-6312-3690

貴 所 名

ご 住 所

受講者名

受講区分  □会員 ・ □非会員

T E L

F A X

令和8年度改正緊急解説「流れを読む！」

税理士 植田 卓（うえだ たかし）

ＭＪＳ税経システム研究所 顧問

略歴：昭和57年 税理士登録・開業。
日本税法学会、税務会計研究学会、租税訴訟学会所属。
平成28年より立命館大学法学部客員教授。
主な著書：『税務力アップシリーズ・法人税』（清文社）、『中
小会社の会計指針』（共著、中央経済社）、他多数。

令和７年中は、７月に参議院でも与党が過半数を割る結果となり、その後、与党連合から公明党が外れ代わりに日本維新

の会が加わる中で、高市新政権が発足しました。

令和８年度税制改正については、このような状況の中で、今まで以上に野党との調整を図りながら進められると思われます。

他方、自民党の税制調査会の会長が小野寺五典氏に交代し幹部も相当入れ替わり財政積極派が多くを占めるようになりま

した。また高市首相は従来の単年度ではなく複数年度による予算措置も積極的に取り入れるなど、税制についても従来以上

に経済対策に積極的な措置が示される可能性が強いと思われます。

まず個人課税については物価の上昇が賃上げを上回っている状況を踏まえた更なる対応と給付付き税額控除の導入への

検討が示される可能性があります。資産課税については令和9年末に事業承継税制の特例が終了することを踏まえて一般

の事業承継税制の見直しに向けた方向性が示される可能性があります。法人課税については積極的な経済政策を実現する

ための更なる投資促進を図る制度が示される可能性があります。今回も皆様とともに税制改正大綱に沿って、令和８年度税

制改正の流れを読んで行きたいと思います。

なお、令和8年度税制改正についての総合的で詳細な解説については、あらためて１月２９日（木）に、東京から西野道之助

先生をお招きし、さらに深度と広がりのある研修会を開催いたします。

ホテルグランヴィア大阪
20F 鳳凰の間

大阪市北区梅田3-1-1
TEL：06-6344-1235

定 員 ８０名
（先着順／定員になり次第締切）

※申込締切日 12/16（火）
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